
財政状況等一覧表（平成２１年度）

（単位：百万円）

団体名　　山口県 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

154,655 159,242 46,121 360,018

１．一般会計等の財政状況
（単位：百万円）

一 般 会 計 760,874 747,630 13,244 4,357 6,698 1,194,554

母 子 寡 婦 福 祉
資 金 特 別 会 計

480 205 275 0 3 1,624

農 業 改 良 資 金
特 別 会 計

254 37 218 0 16 199

中 小 企 業 近 代 化
資 金 特 別 会 計

2,915 1,017 1,899 0 17 9,549

林 業 ・ 木 材 産 業 改 善
資 金 特 別 会 計

191 10 181 0 0 －

沿 岸 漁 業 改 善
資 金 特 別 会 計

148 0 147 0 0 －

収 入 証 紙 特 別 会 計 6,225 5,875 350 350 － －

土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

3 3 0 0 － －

公 債 管 理
特 別 会 計

148,546 148,546 0 0 99,893 －

一般会計等 813,616 797,303 16,314 4,707 1,205,927 純計後

２．公営企業会計等の財政状況
（単位：百万円）

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

4,909 4,770 139 139 2 － －

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

411 401 10 195 238 2,586 1,826

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

1,501 1,459 42 0 76 4,394 1,217

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

4,257 4,228 29 29 － 20,057 0

工 業 用 水 道 事 業 会 計 7,730 5,626 2,104 6,415 983 28,017 0 法適用企業

電 気 事 業 会 計 1,463 1,342 121 2,799 － 2,199 0 法適用企業

総合医療センター事業会
計

11,668 11,612 56 2,206 1,808 5,191 1,786 法適用企業

こ こ ろ の 医 療
セ ン タ ー 事 業 会 計

1,588 1,655 △ 67 855 305 4,498 2,753 法適用企業

公営企業会計等　計 66,942 7,582

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
　　　　　２．法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。
　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。

３．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
（単位：百万円）

山 口 県 栽 培 漁 業 公 社 △ 6 1,058 293 7 - - - -

山 口 県 青 果 物 生 産
出 荷 安 定 基 金 協 会

0 338 116 2 - - - -

山 口 県 畜 産 振 興 協 会 0 97 72 3 - - - -

山口県建設技術センター 27 139 5 - - - - -

や ま ぐ ち 農 林 振 興 公社 2 636 90 428 20,239 - 13,711 4,172

やまぐち森林担い手財団 0 1,323 1,168 7 26 - - -

や ま ぐ ち 産 業 振 興 財団 △ 13 4,641 2,581 119 6,891 - - -

山口県国際総合センター 11 1,364 509 2 160 - - -

山 口 県 健 康 福 祉 財 団 △ 17 2,163 1,520 - - - - -

や ま ぐ ち 県 民 活 動
き ら め き 財 団

△ 37 1,506 800 - - - - -

や ま ぐ ち 角 膜 ・ 腎 臓
等 複 合 バ ン ク

△ 1 309 100 5 - - - -

山口県環境保全事業団 55 △ 48 22 - 469 - - -
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流 域 下 水 道
事 業 特 別 会 計

当 せ ん 金 付 証 票
発 売 事 業 特 別 会 計

下 関 漁 港 地 方
卸 売 市 場 特 別 会 計

港 湾 整 備 事 業
特 別 会 計



山 口 県 施 設 管 理 財 団 5 36 5 - - - - -

山 口 県 文 化 振 興 財 団 △ 10 1,104 1,000 - - - - -

山 口 県 ひ と づ く り 財 団 358 8,689 256 480 - - - -

山 口 県 ニ ュ ー メ デ ィ ア
推 進 財 団

△ 4 1,862 113 9 - - - -

山 口 県 国 際 交 流 協 会 △ 6 768 450 16 - - - -

や ま ぐ ち 女 性 財 団 8 1,018 994 - - - - -

山 口 県 振 興 財 団 △ 1,429 78,044 47,190 - - - - -

山口県暴力追放県民会議 0 506 200 - - - - -

山 口 県 流 通 セ ン タ ー 7 275 90 - - - - -

山 口 宇 部 空 港 ビ ル 136 1,232 96 5 134 - - -

山 口 朝 日 放 送 103 4,204 150 - 173 - - -

テ レ ビ 山 口 153 2,739 25 - 140 - - -

山 口 県 住 宅 供 給 公 社 29 △ 1,184 20 13 56 - 17,487 5,246

山 口 県 道 路 公 社 0 6,712 4,839 - 1,230 3,594 - -

山 口 県 土 地 開 発 公 社 26 2,109 30 83 - 24,629 - 17,989

公 立 大 学 法 人
山 口 県 立 大 学

148 5,688 5,810 1,116 - - - -

山口県産業技術センター 27 6,274 6,375 - - - - -

無 角 和 種 振 興 公 社 8 234 50 - - - - -

山 口 ・ 防 府 地 域 工 芸
地 場 産 業 振 興 セ ン タ ー

29 855 4 - - - - -

錦 川 鉄 道 △ 32 139 20 5 - - - -

周南地域地場産業振興セ
ン タ ー

△ 27 1,055 8 - - - - -

地方公社・第三セクター等　計 75,001 2,300 29,518 28,223 31,198 27,407

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
　　　　　本県の出資が２５％以上のもの及び２５％未満で県の財政的支援（補助、貸付、債務保証、損失補償）を受けているものを掲載している。

４．充当可能基金の状況
（単位：百万円）

充当可能基金名
平成20年度

A
平成21年度

B
差引
B-A

財 政 調 整 基 金 3,599 5,317 1,718

減 債 基 金 9,956 6,393 △ 3,563

その他充当可能基金 11,028 5,192 △ 5,836

充当可能基金 計 24,583 16,902 △ 7,681

　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。

５．財政指標の状況

財政指標名
平成20年度

A
平成21年度

B
差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成20年度
A

平成21年度
B

差引
B-A

実 質 赤 字 比 率 1.02 1.30 0.28 △ 3.75 △ 5.00 - - -

連結実質赤字比率 4.34 4.81 0.47 △ 8.75 △ 25.00 - - -

実 質 公 債 費 比 率 11.8 12.9 1.1 25.0 35.0 - - -

将 来 負 担 比 率 237.1 244.5 7.4 400.0 - - -

財 政 力 指 数 0.48 0.47 △ 0.01 - - -

経 常 収 支 比 率 95.9 93.9 △ 2.0 - - -

- - -

　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
　　　　　２．「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20％である（公営競技は0％）。

港 湾 整 備 事 業

資金不足比率
（公営企業会計名）

下 関 漁 港 地 方 卸 売 市 場

流 域 下 水 道 事 業

こころの医療センター事業会
計

総合医療センター事業会計

電 気 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計


